
※１割負担のご利用者 令和8年6月1日

第１段階 300円 880円 62,248円

第２段階 390円 880円 64,948円

第３段階① 650円 1,370円 87,448円

第３段階② 1,360円 1,370円 108,748円

第４段階 1,445円 2,066円 132,178円

第１段階 300円 880円 64,718円

第２段階 390円 880円 67,418円

第３段階① 650円 1,370円 89,918円

第３段階② 1,360円 1,370円 111,218円

第４段階 1,445円 2,066円 134,648円

第１段階 300円 880円 67,364円

第２段階 390円 880円 70,064円

第３段階① 650円 1,370円 92,564円

第３段階② 1,360円 1,370円 113,864円

第４段階 1,445円 2,066円 137,294円

第１段階 300円 880円 69,869円

第２段階 390円 880円 72,569円

第３段階① 650円 1,370円 95,069円

第３段階② 1,360円 1,370円 116,369円

第４段階 1,445円 2,066円 139,799円

第１段階 300円 880円 72,303円

第２段階 390円 880円 75,003円

第３段階① 650円 1,370円 97,503円

第３段階② 1,360円 1,370円 118,803円

第４段階 1,445円 2,066円 142,233円

　

10円 50円 5,523円 36,903円要介護５ 955円 4円 8円 18円 11円 46円 50円 10円

10円 50円 4,784円 31,964円

要介護４ 886円 4円 8円 18円 11円 46円 50円 10円 10円 50円 5,159円 34,469円

要介護３ 815円 4円 8円 18円 11円 46円 50円 10円

10円 50円 4,018円 26,848円

要介護２ 740円 4円 8円 18円 11円 46円 50円 10円 10円 50円 4,388円 29,318円

要介護１ 670円 4円 8円 18円 11円 46円 50円 10円

特養入所１か月当たりの利用料金表

介護度 基本
サービス費

看護体制
加算(Ⅰ)

ロ

看護体制
加算(Ⅱ)

ロ

夜勤職員
配置加算
(Ⅱ)ロ

栄養マネ
ジメント
強化加算

日常生活
継続支援
加算(Ⅱ)

協力医療
機関連携
加算(Ⅰ)
1か月分

高齢者施設等
感染対策向上

加算(Ⅰ)
1か月分

生産性向上
推進体制
加算(Ⅱ)
1か月分

科学的介護
推進体制
加算(Ⅱ)
１か月分

介護職員等
処遇改善

加算(Ⅰ)ロ
１か月分

所定単位
１か月の
合計額

所得区分 食　費 居住費
およそ

１か月の
利用料金



※２割負担のご利用者 　

要介護１ 1,340円 8,036円 53,696円 159,026円

要介護２ 1,480円 8,775円 58,635円 163,965円

要介護３ 1,630円 9,567円 63,927円 169,257円

要介護４ 1,772円 10,317円 68,937円 174,267円

要介護５ 1,910円 11,046円 73,806円 179,136円

　

※３割負担のご利用者 　

要介護１ 2,010円 12,054円 80,544円 185,874円

要介護２ 2,220円 13,163円 87,953円 193,283円

要介護３ 2,445円 14,351円 95,891円 201,221円

要介護４ 2,658円 15,476円 103,406円 208,736円

要介護５ 2,865円 16,569円 110,709円 216,039円

※１．１か月の利用料金は、３０日で計算しています。

　２．入所時に安全対策体制加算（１割負担の場合１か月２０円）、入所日から３０日を限度に初期加算（１割負担の場合１日３０円）が加算される場合があります。

　３．加算項目に変更がある場合、利用料金は変更になります。

　４．介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロは１か月の所定単位数に加算率１７.６％を乗じた金額です。

　５．所得区分は次の通りです。

　　  ・第１段階　生活保護受給者、又は、市町村民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者で、

　　  　　　　　　かつ、預貯金等が１,０００万円（夫婦は２,０００万円）以下の方

　　  ・第２段階　市町村民税非課税世帯の方であって、年金収入金額（非課税年金を含む）と合計所得金額の合計が８０万円以下で、

　　　　　　　　　かつ、預貯金等が６５０万円（夫婦は１,６５０万円）以下の方

　　  ・第３段階①　市町村民税非課税世帯の方であって、年金収入金額（非課税年金を含む）と合計所得金額の合計が８０万円超１２０万円以下で、

　　     　　　　 　かつ、預貯金等が５５０万円（夫婦は１,５５０万円）以下の方

　　  ・第３段階②　市町村民税非課税世帯の方であって、年金収入金額（非課税年金を含む）と合計所得金額の合計が１２０万円超で、

　　     　　　　 　かつ、預貯金等が５００万円（夫婦は１,５００万円）以下の方

　　  ・第４段階　第１段階から第３段階以外の方

特別養護老人ホーム旭川ねむのきの華

150円 30円 30円 150円 第４段階 1,445円

生産性向上
推進体制
加算(Ⅱ)
1か月分

科学的介護
推進体制
加算(Ⅱ)
１か月分

介護職員等
処遇改善

加算(Ⅰ)ロ
１か月分

所定単位
１か月の
合計額

所得区分 食　費 居住費
およそ

１か月の
利用料金

12円 24円 54円 33円 138円 2,066円

介護度 基本
サービス費

看護体制
加算(Ⅰ)

ロ

看護体制
加算(Ⅱ)

ロ

夜勤職員
配置加算
(Ⅱ)ロ

栄養マネ
ジメント
強化加算

日常生活
継続支援
加算(Ⅱ)

協力医療
機関連携
加算(Ⅰ)
1か月分

高齢者施設等
感染対策向上

加算(Ⅰ)
1か月分

所得区分 食　費 居住費
およそ

１か月の
利用料金

8円 16円 36円 22円 92円 100円 20円 20円 100円 第４段階 1,445円 2,066円

介護度 基本
サービス費

看護体制
加算(Ⅰ)

ロ

看護体制
加算(Ⅱ)

ロ

夜勤職員
配置加算
(Ⅱ)ロ

栄養マネ
ジメント
強化加算

日常生活
継続支援
加算(Ⅱ)

協力医療
機関連携
加算(Ⅰ)
1か月分

高齢者施設等
感染対策向上

加算(Ⅰ)
1か月分

生産性向上
推進体制
加算(Ⅱ)
1か月分

科学的介護
推進体制
加算(Ⅱ)
１か月分

介護職員等
処遇改善

加算(Ⅰ)ロ
１か月分

所定単位
１か月の
合計額


